
半年後に迫った医師働き方改革

公益財団法人筑波メディカルセンター

筑波メディカルセンター病院

病院長 河野元嗣





公益財団法人
453床（救命救急センター30床、二類感染症3床）
ICU2床、一般病棟中6床をコロナ対応用
救急患者総数 26740人
救急車搬送件数 5056件
ドクターヘリ搬送件数 60件
ドクターカー診療実数 238件
（2022年度実績）
地域医療支援病院
災害拠点病院
臨床研修病院
地域がん診療連携拠点病院

筑波メディカルセンター病院 概要
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診療科別 定時/緊急入院患者数 2022年度上半期

定時入院 緊急入院

①循内340

②脳外276

③消内208

④整形176

⑤呼内172



当院の基本方針

•当院はがん緩和も含めた救急に対応する病院

•医師の働き方改革を推進しながら

•病院機能を如何に維持してゆくかが課題

•診療活動はある程度制限される

•特に時間外対応能力の低下

•院内多職種のみならず

•地域医療機関全体でのタスクシェアが必要



働き方改革にかかわる職責

•診療科の医師

出退勤の打刻励行

時間外・休日勤務の速やかな申請

•診療科長

科員の勤務時間を含めた労務管理

時間外・休日労働時間が

36協定を上限を超えないような管理



働き方改革にかかわる職責

•診療部長

担当科内のみでは困難な問題が生じた場合の解決

•診療部門長

診療部門全体の労務管理の統括

•病院長

法令遵守の体制整備および実践指導

•代表理事

労働法制の適切な運用・管理

勤務体制の整備・労働実態の改善の指導



トップマネジメント研修を聴講して

•先進的取組として紹介されている病院の多くは

•大学病院あるいは公的病院

•システム導入は財政的負担が大きい

•当院は救命救急センター主体の急性期病院であり

•時間外勤務の縮小には課題が多く認められる

•当院と同様な状況の病院は少なくないと考えられる



スタートは労働時間管理

•出退勤管理はICカードによる打刻

•協力型研修医/専攻医への周知が課題

•診療科長に打刻徹底を指示

•打刻忘れ申告制度も用意したが

•客観的な観点から

今後廃止も検討



財政状況が厳しい中でどう対処するか

•医師働き方改革に特化した勤退システムは

少数乱立、群雄割拠

•病院独自にカスタマイズするには

財政的負担が大きい

•一般企業向け勤退システムは普及しているが

医療機関の特殊な勤務体制に追従できない

→独自に勤務管理簿を作成





先程の勤務予定表/時間外申請書に

•出退勤打刻簿を重ね合わせて

•各医師の勤務状況を管理

•手作業による部分も多く、人事担当者の負担が大きい



B・C水準医師に対する勤務予定表・実績表

勤務予定

勤務実績

氏名
月/日

0時
8時
30分

17時
30分 24時

出退勤打刻 時間外申請

カレンダー
勤務区分
シフト区分

必要な
代償休息

連続勤務時間制限
勤務間インターバル規制

勤務間インターバル
で代償休息が必要

勤務簿に付記
誰でも確認可

16時間

連続勤務

3時間



自己研鑽の規定

•研修医勉強会の講師（＝専攻医以上）は

時間外勤務

•研修医勉強会の参加者（＝研修医、多職種）は
自己研鑽

•ＣＰＣ、学術集会、メディカルラリーは???

•ＣＰＣの演者は時間外勤務、参加者は自己研鑽

•学術集会、メディカルラリーも時間外勤務として
認めた



健康確保措置

１

積極的健康確保措置（医師面接）【当院独自】2

追加的健康確保措置（医師面接）【医療法】

3 脳・心臓疾患による過労死（突然死）等の
リスク因子による労務管理【当院独自】

＊面接指導実施医師：医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了済み

勤務間インターバル 【医療法】

医師面接、就業上の措置

代償休息 【医療法】

十分な休息時間の確保

１

2

医療法 以下の3つ



①予定面接：月100時間超が想定

（時間外上限年1,400時間以上の5科、

月80時間以上が年間で2回以上）

当該月15日までに医師面接を予定して実施

②適時面接：月100時間超になる

ことが診療の状況により見込まれる

③必要時面接：事前に想定されず

（月45時間以下：過去2年間で

100時間超の対象者なし）

毎月月中で時間外労働時間チェック日を設定し、
面接要否判定基準時間に到達しているかを確認、
到達している場合は面接を実施する （残り 20 時間）
〔基準日〕毎月 8 日：100 時間まで残り 20 時間

15日： 残り 20 時間
22日： 残り 20 時間
25日： 残り 20 時間

※基準日が所定休日の場合、原則として翌勤務日を基準日

毎月22日に時間外労働時間をチェックし、100 時間まで
残り20 時間に到達している場合、面接を実施する

追加的健康管保措置（医師面接）体制

時間外・休日労働時間 100時間以上/月

○面接時期 月100時間以上になる前

■対象科員： 必要書類がメールボックスに投函される
■当該所属長：科員の時間外・日当直時間を勤務報告簿で確認し、医師面接を勧奨

（面接同月実績）

事務部門対応

【医療法で2024年度以降必須】



健康確保措置（医師面接）

1. 追加的健康確保措置（医師面接）：時間外・休日労働時間が対象

・厚生労働省「医師の働き方改革の推進に関する検討会」

【医療法で2024年度以降必須】

・面接実施時期

1）80時間以上/月：同月あるいは遅くとも翌月内

2）100時間以上/月：同月内

（100時間以上/月になる前に医師面接を実施）

2. 積極的健康確保措置（医師面接）：時間外在留時間＊が対象

【当院独自】

＊時間外在留時間 ＝ 院内等滞在時間ー所定労働時間ー休憩時間

・労働基準局：使用者の拘束下にある時間

・考え方：時間外在留時間 が長期になる程、

健康障害がもたらされやすい

⇒積極的な健康保持を目的

・面接実施時期

80時間以上/月：同月あるいは遅くとも翌々月内

積極的・追加的健康確保措置（医師面接）

・退勤打刻：自分の意志で調整可能
・自らの健康維持：時間外在留時間の縮減

院
内
等
在
留
時
間

所定労働時間
+ 休憩時間
（9時間）

時間外・
休日労働時間

時
間
外
在
留
時
間

自己研鑽
+ その他



当院の面接指導体制
150



当院の面接指導体制
150

100h前に
予定面接

100h前に
予定面接



当院の面接指導体制
150

100h前に
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予定面接



当院の面接指導体制
150

100h前に
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100h前に
予定面接



当院の面接指導体制
150

100h前に
予定面接

在留150h超病院長面談

100h前に
予定面接



当直体制の見直し

•専攻医

翌日の手術/外来を可能とするため

専攻医は準夜のみ

勤務間インターバル確保のため23時終了

•臨床研修医

ER勤務は準深通し

8時30分（24時間勤務）で終了

• ER当直は2人→1.5人に減少



Ｃ-２水準の対象分野に係る医療機関
申請書に関するヒアリング2023年2月28日

•Ｃ-２水準の医員が着任した場合に備え、施設認定
の酒毒を念頭に医療機関申請を提出したが、

•施設認定の評価のために対象者の技能研修計画
が必要であると方針が変更されたため、

今回の認定は見送られた（継続審議）



宿日直許可申請2023年4月12日

•救命ICU10床、救命センター病棟20床、特集10床
＝高規格病棟3箇所40床

•病院全体の管理当直の他に3名の当直

•更にER当直も配置



2023年2月 2C日直 B記載欄（時間外勤務申請）

12:308:30 17:30
申請予定時間

呼吸器内科

呼吸器内科

整形外科

整形外科

整形外科整形外科整形外科



呼吸器内科

消化器内科

消化器外科

消化器外科

2023年2月 管理当直 B記載欄（時間外勤務申請）

0:0017:30 8:308:0022:00
申請予定時間



労働基準監督署
宿日直許可にかかる実地調査2023年4月26日

•都道府県への時短計画提出の有無確認

•当直室の実地調査、病棟への移動時間計測

•日当直担当者への個別インタビュー

• 5月2日許可承認

• 5月31日から運用開始







時短計画の取り組み評価
•医療機関勤務環境評価センターへ

5月1日受診申込、5月29日申請書類提出

• 7月20日承認取得



残り半年で何をやるか

•時短計画評価結果通知書の指摘事項

•項目80 BC水準医師の年間最長時間数

→改善していない

•項目81 960時間超1860時間以下の医師の人数・割合

→改善していない

•時短計画策定委員会→「推進」委員会に改組

• BC水準の医師を中心に解決策を推進



残り半年で何をやるか

•タスクシェア、タスクシフト

•同業種内 診療科間

•同施設内 多職種

•地域内 病院 診療所

救急外来支援

輪番制


